
３ 本県で対応を要する事項

４ その他の改正事項

２ 主な改正のポイント

（１）育成者権者の意思に応じて海外流出、県外流出等を防止できるようにする（令和３年４月１日施行）

（２）農家による種苗の増殖について、育成者権者の意思に応じて許諾制等を選択できるようにする （令和４年４月１日施行）

・品種登録時に利用条件を付すことで、利用条件に反する行為は種苗法違反となる
※ 施行前に出願・登録済みの品種については、①のみ付すことができる

（利用条件）
①「国外への持出しの禁止（輸出先国の指定）」
②「国内の栽培地域の指定（許諾なしに栽培できる地域の指定）」

・適法に購入された種苗は、育成者権が消尽
（問題点）
購入した種苗の国外への持出し
を制限できない

種苗法改正の概要
１ 改正の背景

《現行法》 《改正法》

自家増殖は、育成者権の効力の例外として規定
（問題点）
増殖した種苗を他者に譲渡する行為は
従前から違法。しかし、種苗の譲渡の
事実の把握や、損害賠償や刑事罰の
要件である故意、過失の証明が困難で
あり、国外や県外の持出しを抑止できない

・育成者権の効力の例外規定から、農家による自家増殖を削除
（期待されること）
育成者権の侵害につながる恐れのある品種については、育成者権者による許諾制
とすることで、増殖量把握等が可能となり、無断譲渡等の抑止効果が期待できる

（許諾の方法の例）
〇制限なく増殖可能であることをHP等で公開 〇個別契約による許諾
〇増殖したい旨の届出制 〇許諾を受けた団体が販売する種子の増殖を認める など

（１）既に登録、出願済みの品種 （別添 品種登録されている県育成品種一覧 参照）

①海外持出し禁止の利用条件の付与 ⇒品種毎に検討し、条件を付与する品種は届出
（施行時期：令和３年４月１日、届出期間：令和３年４月１日から令和３年９月３０日まで）

②種苗増殖の許諾制の導入の検討 ⇒品種毎に検討し、決定した方針を公表

（施行時期：令和４年４月１日、既出願、登録品種すべてに適用）
（２）新規に出願される品種

当該品種の振興策や種苗の生産見込み等を総合的に勘案し、国外への持出し禁止、国内の
栽培地域の指定、増殖の許諾制の導入等について方針を決定した上で、品種登録の出願

（1）出願・登録済み （2）新規出願

国外持出し禁止 R3.9末までに届出 出願時に届出

国内栽培地域指定 設定不可 出願時に届出

増殖の許諾 R4.4.1までに決定 出願までに決定

〇種苗販売時の登録品種の表示義務化…現行法では努力義務規定であった登録品種である旨の表示と、上記２（１）にある利用条件の表示が義務化される
〇権利侵害を立証しやすくする措置…侵害を疑われる品種と出願時に提出した特性表との比較により権利侵害の立証が可能になる（現行では、出願時の種苗との比較栽培が必要）
〇審査手数料の新設と、出願料及び登録料の引き下げ…実費相当の手数料を徴収し登録料を引き下げることで、長期間登録を維持する場合の負担が軽減される

《対応等の時期》

・国内の優良品種の海外流出、海外での産地化、第三国への輸出等の問題の発覚 ⇒ 日本の農産物輸出への悪影響、農業競争力の低下の懸念
・育成者権の活用しづらさの顕在化 ⇒ 違法行為に対する抑止力の低下
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